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藤

達

郎

は

じ

め

に

歴
代
中
国
王
朝
が
、
辺
境
防
備
の
た
め
に
周
辺
異
民
族
を
積
極
的
に
利
用
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
所
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
漢
代
に

お
け
る
辺
境
防
備
体
制
と
周
辺
民
族
と
の
関
係
を
総
合
的
に
考
察
す
る
た
め
の
一
つ
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
保
塞
蛮
夷
と
よ
ば
れ
る
民
族

諸
集
団
を
取
り
上
げ
た
い
。

前
漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
、
保
（
葆
）
塞
蛮
夷
、
あ
る
い
は
保
塞
某
族
（
匈
奴
、
羌
、
烏
桓
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
辺
境
異
民
族
の
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
こ
れ
ら
が
と
く
に
中
国
の
学
術
界
で
と
み
に
取
り
上
げ
ら
れ
始
め
た
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
ま
ず
保
塞
蛮
夷
を
め
ぐ
る
諸
説
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
の
検
討
と
批
判
を
行
い
つ
つ
保
塞
蛮
夷
の
実
態
、
そ
の
中
国
王
朝
と
の
関

係
な
ど
に
つ
き
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

二
九



一

保
塞
蛮
夷
を
め
ぐ
る
諸
説
に
つ
い
て

先
述
の
よ
う
に
、
保
塞
蛮
夷
が
近
年
と
く
に
中
国
の
学
術
界
で
注
目
さ
れ
始
め
た
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
発

掘
・
公
表
さ
れ
た
エ
チ
ナ
漢
簡
中
に
「
葆
塞
」
の
語
の
見
え
る
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
、
そ
の
背
景
に
は
現
代
中
国
の
抱
え
る
課
題
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
、
中
華
と
は
何
か
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
漢
民
族
の
形
成
と
周
辺
諸
族
の
同
化
過
程
、

国
家
統
合
と
そ
の
中
に
お
け
る
彼
ら
双
方
の
民
族
意
識
、「
認
同
」（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
が
、
今
日
の
「
一
つ
の
中
国
」
の
命
題
と
重

（
�
）

な
っ
て
、
改
め
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
保
塞
蛮
夷
に
関
す
る
論
文
を
公
表
年
順
に
挙
げ
る
。

劉
瑞
「
秦
、
西
漢
的
�
内
臣
�
与
�
外
臣
�」

廖
伯
源
「
論
漢
代
徙
置
辺
疆
民
族
于
塞
内
之
政
策
」

林
永
強
「
漢
代
�
葆
部
�
的
社
会
治
安
功
能
考
論
」

〃

「�
葆
塞
蛮
夷
�
相
関
問
題
考
論
│
以
�
葆
為
行
政
機
構
説
�
等
問
題
的
探
討
為
中
心
」

朱
聖
明
「
両
漢
�
保
塞
蛮
夷
�
考
論
」

（
�
）

な
お
こ
れ
ら
の
他
、
日
本
で
も
渡
邉
英
幸
氏
に
保
塞
蛮
夷
に
関
す
る
部
分
的
言
及
が
あ
り
、
ま
た
、
専
論
と
し
て
矢
沢
忠
之
氏
に
よ
る
学

（
�
）

会
口
頭
発
表
が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
詳
細
な
内
容
は
ま
だ
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
発
表
要
旨
か
ら
知
ら
れ
る
氏
の

論
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
部
分
批
判
と
と
も
に
言
及
し
た
い
。

（
�
）

ま
ず
、
林
永
強
氏
の
二
論
文
は
、
漢
簡
の
記
録
と
そ
れ
に
対
す
る
Ｍ
・
ロ
ー
ウ
ェ
氏
の
指
摘
に
よ
り
、
辺
境
異
民
族
を
管
理
す
る
「
葆

部
」
の
存
在
を
想
定
し
、
そ
の
前
提
の
上
に
漢
朝
の
周
辺
民
族
支
配
の
シ
ス
テ
ム
を
論
ず
る
も
の
だ
が
、
そ
の
論
は
根
底
か
ら
成
立
し
難
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い
た
め
、
先
に
批
判
し
て
お
く
。
氏
が
論
拠
と
す
る
漢
簡
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

葆
・
部
界
中
民
・
田
・
官
畜
牧
者
、
見
赤
幡
、
各
便
走
近
所
亭
・
障
・
塢
辟
□
Ｚ
馬
駆
以
急
疾
為
故
。（73.E.J.F

3
:80

）

（
�
）

こ
れ
は
、
一
九
八
八
年
出
版
の
『
居
延
新
簡
釈
粋
』
に
釈
文
の
み
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
、
二
〇
一
六
年
出
版
の
『
肩
水
金
関
漢
簡

（
�
）

（
伍
）』
に
改
め
て
図
版
と
と
も
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
右
に
掲
げ
た
釈
文
の
標
点
は
『
釈
粋
』
に
拠
る
。
編
者
が
注
を
つ
け
る
よ

う
に
、
こ
の
簡
は
前
後
に
紹
介
さ
れ
る
五
簡
と
と
も
に
、
肩
水
都
尉
府
の
烽
火
品
約
の
一
部
を
な
す
。
こ
の
簡
冒
頭
の
「
葆
部
」
を
林
氏

は
「
葆
塞
蛮
夷
の
所
轄
区
域
」、「
区
域
を
管
理
す
る
地
方
組
織
で
、
所
轄
内
の
社
会
治
安
に
も
一
定
の
管
理
責
任
を
負
っ
た
」
と
し
、
ま

（
�
）

た
傍
証
と
し
て
居
延
旧
簡
中
、
次
の
諸
簡
を
「
葆
部
」
の
居
民
の
戸
籍
関
係
文
書
と
す
る
。

Ｚ
奉
葆
姑
臧
西
比
夜
里
Ｚ

Ｚ
河
津
金
関
毋
苛
留
Ｚ
（97

・9
）

葆
小
張
掖
有
義
里
Ｚ
（119

・67

）

葆
觻
得
敬
老
里
王
厳
年
廿
五
（62

・43

）

遣
葆
觻
得
安
国
里
韓
忠
為
Ｚ
（334

・29

）

果
た
し
て
こ
れ
ら
は
林
氏
の
い
う
よ
う
に
「
葆
部
」
所
轄
の
蛮
夷
の
記
録
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
姑
臧
県
の
西
比
夜
里
、
小
張
掖
県
の
有
義

里
、
そ
し
て
觻
得
県
の
敬
老
里
と
安
国
里
、
い
ず
れ
も
郡
県
下
の
一
般
の
里
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
、
そ
こ
に
属
す
る
と
い
う
王
厳
、
韓

忠
と
も
蛮
夷
に
あ
ら
ざ
る
漢
人
に
違
い
な
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
右
の
諸
簡
は97

・9

簡
がA

33

（
地
湾
）
す
な
わ
ち
肩
水
都
尉
府
遺

跡
よ
り
出
土
す
る
他
、
い
ず
れ
もA

32

肩
水
金
関
遺
跡
よ
り
出
土
す
る
こ
と
で
あ
る
。97

・9

簡
が
典
型
的
な
パ
ス
ポ
ー
ト
の
文
言
を

備
え
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
戸
籍
関
係
文
書
で
は
な
く
、
関
所
の
通
過
に
際
す
る
何
ら
か
の
記
録
で
あ
る
に
違
い

な
く
、
こ
こ
に
見
え
る
「
葆
」
も
そ
の
意
味
は
不
詳
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
ロ
ー
ウ
ェ
氏
ら
の
い
う
よ
う
な
所
属
組
織
で
は
な
く
（
こ
の
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類
の
関
出
入
に
関
す
る
記
録
に
、
必
ず
し
も
所
属
郡
名
は
記
さ
れ
な
い
）、
身
元
保
証
に
関
わ
る
何
ら
か
の
身
分
│
た
と
え
ば
保
任
・
同

保
、
あ
る
い
は
庸
保
な
ど
│
を
示
す
言
葉
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
想
像
す
る
に
、
林
氏
は
「
葆
」
と
く
さ
か
ん
む
り
を
冠
す
る
語
に
特

別
な
意
味
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
性
急
に
「
葆
部
」
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
漢
簡
に
お
い
て
葆
と
保
と

は
普
通
に
通
用
す
る
こ
と
、
こ
こ
で
論
証
す
る
ま
で
も
な
い
。

で
は
、
先
掲73.E.J.F

3
:80

の
「
葆
部
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
、「
葆
（
保
）
部
」
の
語
は
こ
の
簡
に
し
か
見
ら
れ
な

（
�
）

い
。
ま
ず
、「
葆
部
界
中
」
に
続
く
「
民
田
官
畜
牧
者
」
は
、
籾
山
明
氏
も
解
す
る
よ
う
に
「
民
や
田
官
の
家
畜
を
放
牧
し
て
い
る
者
」

で
あ
る
に
違
い
な
く
、
田
官
と
は
屯
田
官
の
謂
い
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
部
界
中
」
に
は
民
な
ら
び
に
屯
田
官
（
と
そ
の
下
の

田
卒
）
が
属
し
た
こ
と
に
な
る
。
通
常
、
屯
田
官
は
農
都
尉
の
も
と
に
統
括
さ
れ
、
屯
田
区
に
お
け
る
治
水
・
耕
作
に
従
事
し
た
と
考
え

（
�
）

ら
れ
る
が
、
蛮
夷
を
管
轄
す
る
特
別
行
政
区
に
も
屯
田
官
と
田
卒
が
置
か
れ
た
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
林
氏
の
い
う
「
一
定
の
区
域
自
治
性

質
」
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
は
『
肩
水
金
関
漢
簡
（
伍
）』
で
つ
い
最
近
明
ら
か
に
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
簡
は73

EJF

3
:81

簡
と
綴
合
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
（
左
側
が
破
断
し
て
お
り
、
な
お
行
の
続
く
可
能
性
が
あ
る
）
四
行
書
き
で
、
当
該

の
記
述
は
三
行
目
に
書
か
れ
、
し
か
も
三
、
四
行
目
は
上
部
が
大
き
く
折
損
し
て
お
り
、
前
か
ら
字
が
続
い
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

Ｚ
蓬
火
品
田
官
民
塢
辟
挙
�
和
毋
燔
薪

Ｚ

Ｚ

塢
辟
田
官
挙
�
燔
三
積
薪
和
皆
如
其
部
�
火
品

Ｚ

Ｚ
葆
部
界
中
民
田
官
畜
牧
者
見
赤
幡
各
便
走
近
亭

塢
辟
葆
Ｚ

Ｚ
馬
馳
以
急
疾
為
故

よ
っ
て
、
こ
の
部
分
は
「
葆
」
な
い
し
は
「
葆
部
界
中
」
で
切
れ
、「
…
葆
﹇
せ
よ
﹈。
部
界
中
の
民
、
田
官
の
畜
牧
せ
る
者
は
…
」
な
い

し
「
部
界
中
に
﹇
入
？
﹈
葆
せ
よ
。
民
、
田
官
の
畜
牧
せ
る
者
は
…
」
の
よ
う
に
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
断
裂
し
て
失
わ
れ
た
前
半
部
分

保
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の
意
味
は
不
明
な
が
ら
、「
葆
部
」
な
る
特
別
行
政
区
域
の
存
在
を
こ
の
簡
か
ら
指
摘
で
き
な
い
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
。

次
に
紹
介
す
る
の
は
劉
瑞
氏
の
説
で
あ
る
。
氏
は
ま
ず
史
記
漢
書
に
見
え
る
「
外
臣
」「
内
臣
」
の
語
に
注
目
し
、
外
臣
と
は
漢
朝
に

ゆ
る
や
か
に
羈
縻
し
、
王
号
を
賜
っ
て
時
に
朝
貢
を
行
う
の
み
の
事
実
上
の
独
立
政
権
、
内
臣
と
は
郡
県
制
が
適
用
さ
れ
、
漢
朝
よ
り
派

遣
さ
れ
た
官
吏
の
も
と
に
直
接
統
治
を
受
け
る
地
域
の
臣
民
で
あ
る
と
す
る
（
た
だ
し
蛮
夷
が
服
属
し
て
後
者
と
な
っ
た
後
も
、
そ
の
部

族
長
に
は
部
族
民
の
統
治
が
引
き
続
き
認
め
ら
れ
た
）。
つ
い
で
葆
（
保
）
塞
蛮
夷
の
活
動
し
た
地
域
を
検
証
し
た
結
果
、
彼
ら
は
み
な

塞
内
で
活
動
し
て
お
り
、
ゆ
え
に
郡
県
の
統
制
下
、
属
国
都
尉
な
ど
異
民
族
統
治
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
内
臣
で
あ
る
と

（

）

す
る
。
な
お
外
臣
・
内
臣
の
別
に
つ
い
て
の
古
典
的
研
究
と
し
て
周
知
の
よ
う
に
日
本
の
栗
原
朋
信
氏
の
も
の
が
あ
る
が
、
劉
氏
は
そ
れ

に
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
日
本
語
文
献
な
の
で
仕
方
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
論
証
過
程
が
一
部
に
酷
似
す
る
の
は
偶
然
で
あ
ろ
う

か
。こ

の
劉
説
に
依
拠
し
て
さ
ら
に
論
を
展
開
す
る
の
が
朱
聖
明
氏
で
あ
る
。
氏
は
内
臣
・
外
臣
に
関
す
る
劉
氏
の
区
分
、
お
よ
び
保
塞
蛮

夷
が
基
本
的
に
前
者
に
属
す
る
と
の
指
摘
に
賛
同
し
た
上
で
、「
保
塞
」
が
塞
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
「
蛮
夷
保
塞
」
と
「
保
塞
蛮

夷
」
と
の
峻
別
を
主
張
す
る
。
前
者
は
行
為
と
し
て
の
「
保
塞
」（
そ
の
意
味
を
氏
は
後
述
の
よ
う
に
五
分
類
す
る
）
を
塞
内
外
の
蛮
夷

が
自
主
的
・
選
択
的
に
行
う
こ
と
で
あ
り
、
対
す
る
後
者
は
、
す
で
に
塞
内
に
居
住
す
る
、
あ
る
特
定
の
蛮
夷
を
指
す
も
の
だ
と
い
う
。

塞
内
に
居
住
す
る
以
上
、
彼
ら
は
内
臣
と
し
て
必
然
的
に
郡
県
の
管
轄
下
に
置
か
れ
、
そ
の
下
で
部
族
長
に
よ
る
部
族
民
統
治
が
旧
来
の

ま
ま
維
持
さ
れ
た
。
部
族
民
の
中
原
政
権
へ
の
帰
属
意
識
は
低
く
、
彼
ら
は
自
身
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
し
つ
つ
、
塞
外

の
同
一
民
族
と
中
原
政
権
と
の
力
関
係
に
よ
っ
て
い
ず
れ
か
へ
の
帰
属
を
現
実
的
に
選
択
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
台
湾
の
王

明
珂
氏
は
一
九
九
〇
年
代
、
辺
境
民
族
の
漢
族
へ
の
同
化
と
異
化
の
歴
史
を
通
じ
て
、「
中
華
民
族
」
と
周
辺
諸
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

（

）

テ
ィ
の
形
成
過
程
を
実
証
的
か
つ
理
論
的
に
論
じ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
当
時
の
台
湾
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
が
鮮

保
塞
蛮
夷
小
考

三
三



明
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
朱
論
文
の
問
題
提
起
は
明
ら
か
に
王
氏
の
そ
れ
と
通
底
す
る
も
の
だ
が
、
意
識
的
に
か
、
大
陸
の
朱
氏
は
王
氏

著
に
言
及
し
て
い
な
い
。

最
後
に
、
廖
伯
源
氏
は
広
東
に
生
ま
れ
、
現
在
は
台
湾
に
身
を
置
く
漢
代
史
の
大
家
で
あ
る
。
氏
は
漢
代
の
周
辺
民
族
の
塞
内
へ
の
移

徙
を
論
ず
る
な
か
で
保
塞
蛮
夷
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
、
彼
ら
を
「
漢
の
朝
廷
に
降
附
し
た
蛮
夷
で
、
辺
塞
附
近
に
居
住
し
、
塞
に
依
拠

し
て
自
身
を
保
ち
、
ま
た
漢
を
助
け
て
辺
塞
を
守
っ
た
」
も
の
と
し
、
保
塞
蛮
夷
は
必
ず
し
も
塞
内
に
い
る
必
要
は
な
く
、
塞
外
近
傍
に

い
て
も
そ
う
称
さ
れ
得
た
、
と
す
る
。
大
家
ら
し
い
穏
当
な
説
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
ら
が
塞
外
に
も
居
住
し
得
た
と
す
る
点
は
朱
氏
に
よ

っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
紹
介
し
た
四
氏
の
説
の
う
ち
、
林
氏
の
そ
れ
は
す
で
に
批
判
ず
み
な
の
で
、
次
章
で
は
主
と
し
て
劉
氏
と
朱
氏
の
説
を
、
い
く
つ

か
の
論
点
に
わ
け
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二

諸
説
の
検
討：
と
く
に
劉
氏
説
と
朱
氏
説
を
中
心
に

（
１
）
保
塞
の
語
義
に
つ
い
て

朱
氏
は
、
伝
世
・
出
土
文
献
に
見
え
る
保
塞
の
語
義
に
つ
い
て
、
次
の
五
種
に
分
類
し
て
い
る
。
①
塞
外
民
族
が
塞
内
に
住
ん
で
自
ら

を
保
安
す
る
。
②
塞
外
民
族
が
圧
迫
を
受
け
、
軍
事
・
政
治
的
庇
護
を
求
め
て
塞
内
に
入
り
、
自
ら
を
保
安
す
る
。
③
塞
外
民
族
が
塞
内

に
住
み
、
漢
朝
の
た
め
に
塞
を
守
る
。
④
緊
急
状
況
に
遭
遇
し
て
塞
外
民
族
が
塞
内
に
入
り
、
漢
朝
が
塞
を
守
る
の
に
協
力
す
る
。
⑤
塞

外
民
族
が
漢
朝
の
藩
属
と
な
り
、
辺
塞
を
侵
略
し
な
い
。

こ
れ
ら
の
語
義
は
、
さ
ら
に
大
き
く
二
な
い
し
三
類
型
に
大
別
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
①
②
の
「
保
」
は
「
自
ら
保
つ
」
の
意
、
⑤
の
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そ
れ
は
「
安
ん
じ
る
、
安
定
さ
せ
る
」、
対
す
る
③
④
は
「
防
衛
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で

「
対
す
る
」
と
述
べ
た
の
は
、
①
②
⑤
と
③
④
と
で
は
「
保
」
の
対
象
が
異
な
る
か
ら
で
あ
り
、
前
者
は
蛮
夷
自
身
、
後
者
は
「
塞
」
そ

の
も
の
が
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
⑤
は
両
様
に
解
し
う
る
が
、
朱
氏
が
⑤
の
一
例
と
し
て
挙
げ
る
『
史
記
』
朝
鮮
列
伝

「
保
塞
外
蛮
夷
、
無
使
盗
辺
」
は
明
ら
か
に
前
者
で
あ
る
）。
そ
こ
で
改
め
て
、
各
類
型
の
例
と
し
て
朱
氏
の
挙
げ
る
史
料
を
見
直
し
て
み

た
い
。

①
﹇
匈
奴
右
賢
王
﹈
往
来
入
塞
、
捕
殺
吏
卒
、

侵
上
郡
保
塞
蛮
夷
、
令
不
得
居
其
故
（
師
古
曰
…
保
塞
蛮
夷
、
謂
本
来
属
漢
而
居
辺

塞
自
保
守
）。（『
漢
書
』
匈
奴
伝
上
）

②
単
于
自
請
願
留
居
光
禄
塞
下
、
有
急
保
漢
受
降
城
（
師
古
曰
、
保
、
守
也
。
於
此
自
守
）。（『
漢
書
』
匈
奴
伝
下
）

③
及
南
単
于
保
塞
、
北
方
無
事
。（『
後
漢
書
』
馬
成
伝
）

烏
桓
或
願
留
宿
衛
、
於
是
封
其
渠
帥
為
侯
王
君
長
者
八
十
一
人
、
皆
居
塞
内
、
布
於
緑
辺
諸
郡
、
令
招
来
種
人
、
給
其
衣
食
、
遂
為

漢
偵
候
、
助
擊
匈
奴
・
鮮
卑
。
…
及
明
・
章
・
和
三
世
、
皆
保
塞
無
事
。（『
後
漢
書
』
烏
桓
伝
）

④
（
上
孫
家
寨
漢
簡：

後
述
）

⑤
遼
東
太
守
即
約
満
為
外
臣
、
保
塞
外
蛮
夷
、
無
使
盗
辺
。（『
史
記
』
朝
鮮
列
伝
）

単
于
驩
喜
、
上
書
願
保
塞
上
谷
以
西
至
敦
煌
（
師
古
曰
、
保
、
守
也
。
自
請
保
守
之
、
令
無
寇
盗
。）、
伝
之
無
窮
、
請
罷
辺
備
塞
吏

卒
、
以
休
天
子
人
民
。（『
漢
書
』
匈
奴
伝
下
）

こ
れ
ら
の
例
が
必
ず
し
も
「
保
塞
」
の
熟
語
を
含
ま
な
い
こ
と
は
今
は
問
わ
ず
、
保
の
各
例
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
見
て
み
る
に
、
①

②
の
師
古
注
は
「
自
保
守
」「
於
此
自
守
」
と
し
て
お
り
、
先
に
概
括
し
た
①
②
の
語
義
と
し
て
問
題
な
い
。
⑤
の
う
ち
朝
鮮
列
伝
の
記

事
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
塞
外
蛮
夷
」
を
目
的
語
と
し
て
と
る
ゆ
え
、
明
ら
か
に
「
安
ん
じ
る
」
の
語
義
で
①
②
に
近
い
。
一
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方
、
匈
奴
伝
の
「
保
」
は
師
古
注
に
従
え
ば
塞
を
守
る
の
意
で
③
に
近
い
が
、
た
だ
し
塞
内
に
い
た
か
否
か
は
問
わ
れ
て
は
い
な
い
。
む

し
ろ
⑤
の
例
と
し
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
「
単
于
保
塞
為
藩
、
雖
欲
北
去
、
猶
不
能
為
危
害
」（『
漢
書
』
匈
奴
伝
下
）、「
匈
奴
頼
先
帝
之

徳
、
保
塞
称
蕃
」（『
漢
書
』
息
夫
躬
伝
）
な
ど
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
も
「
為
藩
」「
称
蕃
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
藩
属
と
な
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
保
塞
の
語
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
「
塞
を
犯
さ
な
い
」
の
意
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
④
の
上
孫
家
寨
漢
簡
の
解

釈
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
述
す
る
。
以
上
通
見
す
れ
ば
、
保
塞
と
は
塞
の
近
傍
（
語
義
的
に
は
内
外
を
問
わ
な
い
）
で
自
ら
を
保
守
す

る
、
塞
を
守
衛
す
る
、
塞
を
侵
犯
し
な
い
、
と
い
っ
た
意
味
に
集
約
で
き
、
こ
こ
に
挙
げ
て
い
な
い
典
籍
事
例
も
こ
の
三
者
い
ず
れ
か
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
矢
沢
氏
の
学
会
発
表
論
旨
に
よ
れ
ば
、
氏
は
保
塞
に
つ
い
て
「
漢
に
属
し
て
そ
の
辺
塞
を
守
る
」「
辺
境
防

衛
を
行
う
」「
匈
奴
の
侵
寇
に
対
し
て
防
衛
し
よ
う
と
し
た
」
意
と
解
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
保
塞
の
語
義
解
釈
に
お
い
て
一
面

的
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
繰
り
返
せ
ば
保
塞
の
語
義
自
体
に
は
、
塞
の
内
部
か
外
側
か
の
含
意
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
朱
氏
の

分
類
・
定
義
づ
け
に
は
い
さ
さ
か
恣
意
的
な
方
向
付
け
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（

）

な
お
こ
こ
で
、
あ
え
て
保
留
し
て
い
た
「
塞
」
の
語
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。『
漢
簡
語
彙

中
国
古
代
木
簡
辞
典
』
に
「
塞
」

を
「
①
防
壁
。
主
と
し
て
辺
境
に
設
け
ら
れ
た
も
の
を
指
す
。
長
城
。
②
防
壁
に
沿
っ
て
設
置
さ
れ
た
防
衛
施
設
。
…
」
と
説
明
す
る
よ

う
に
、
塞
と
い
え
ば
ま
ず
北
辺
の
い
わ
ゆ
る
長
城
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る
防
衛
施
設
が
想
起
さ
れ
る
が
、
地
域
に
よ
っ
て
木
柵
あ
る
い
は

自
然
の
山
河
を
利
用
し
た
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
羌
族
の
住
む
河
西
地
方
で
は
「
漢
遂
因
山
為
塞
」

（『
後
漢
書
』
西
羌
伝
）
と
い
う
。『
後
漢
書
』
馬
防
伝
に
は
「
金
城
・
隴
西
保
塞
羌
」
の
存
在
が
見
え
、
そ
し
て
金
城
・
隴
西
両
郡
に
は

「
金
城
塞
」「
隴
西
塞
」
の
あ
っ
た
こ
と
が
、『
後
漢
書
』
西
羌
伝
な
ど
よ
り
知
ら
れ
る
。
実
体
と
し
て
の
防
衛
施
設
「
塞
」
が
あ
れ
ば
こ

そ
、「
保
塞
」
の
語
も
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
う
し
た
防
衛
ラ
イ
ン
と
し
て
の
「
塞
」
を
越
え
て
の
、
漢
朝
へ
の
帰
順
行
為
が

必
ず
し
も
そ
の
居
住
地
域
の
移
動
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
例
、
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建
武
十
三
年
、
広
漢
塞
外
白
馬
羌
豪
楼
登
等
率
種
人
五
千
余
戸
内
属
、
光
武
封
楼
登
為
帰
義
君
長
。（『
後
漢
書
』
西
羌
伝
）

「
種
人
五
千
余
戸
を
率
い
て
内
属
」
し
た
と
い
う
塞
外
の
白
馬
羌
が
、
必
ず
し
も
そ
の
現
住
地
を
移
動
し
た
訳
で
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
に

つ
づ
く
一
連
の
記
事
の
中
に
「
明
年
（
永
初
二
年
）、
蜀
郡
徼
外
羌
薄
申
等
八
種
三
万
六
千
九
百
口
復
挙
土
内
属
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も

推
測
さ
れ
る
。「
挙
土
内
属
」
と
は
、
現
住
地
を
挙
げ
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
地
に
住
ん
だ
ま
ま
漢
朝
に
帰
属
す
る
、
の
意
に
他
な
ら
な
い
。

「
内
属
」
が
塞
の
内
外
を
問
わ
な
い
こ
と
は
、
極
端
に
は
「
西
域
内
属
、
有
三
十
六
国
」（『
後
漢
書
』
西
域
伝
）
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
後
漢
建
武
年
間
の
次
の
記
事
、

於
是
徼
外
蛮
夷
夜
郎
等
慕
義
保
塞
、
延
遂
止
罷
偵
候
戍
卒
。（『
後
漢
書
』
循
吏
任
延
伝
）

を
見
れ
ば
、
や
は
り
こ
の
場
合
も
夜
郎
ら
徼
外
蛮
夷
は
「
保
塞
」
の
の
ち
も
徼
外
の
地
か
ら
居
所
を
移
す
こ
と
な
く
、
依
然
と
し
て
故
地

に
と
ど
ま
り
続
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
彼
ら
が
の
ち
の
安
帝
年
間
に

（
永
初
元
年
）
九
真
徼
外
夜
郎
蛮
夷
挙
土
内
属
﹇
、
開
境
千
八
百
四
十
里
﹈（『
後
漢
書
』
安
帝
紀
、
南
蛮
伝
；﹇

﹈
は
南
蛮
伝
）

の
よ
う
に
現
住
地
を
挙
げ
て
内
属
す
る
こ
と
も
起
こ
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
内
属
の
結
果
、
境
域
が
大
き
く
開
け
た
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
支
配
領
域
の
辺
境
界
と
は
こ
の
よ
う
に
周
辺
民
族
の
帰
順
如
何
に
よ
っ
て
可
変
的
な
、
不
鮮
明
な
線
な
の
で
あ
り
（
こ
の

点
、
犬
牙
錯
綜
せ
る
内
地
の
郡
国
境
界
と
は
同
一
に
論
じ
ら
れ
な
い
）、
あ
る
民
族
集
団
が
防
衛
施
設
と
し
て
の
「
塞
」
の
内
に
あ
っ
た

か
外
に
あ
っ
た
か
は
、
彼
ら
の
漢
帝
国
へ
の
帰
属
の
あ
り
方
を
問
う
上
で
本
質
的
な
関
鍵
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
２
）
塞
の
内
外
を
め
ぐ
っ
て

先
に
、
塞
の
内
外
を
分
け
る
議
論
の
有
効
性
に
つ
い
て
疑
義
を
呈
し
た
が
、
改
め
て
、
保
塞
蛮
夷
が
居
住
・
活
動
し
た
と
さ
れ
る
地
域

に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。
劉
氏
が
彼
ら
を
郡
県
の
管
理
下
に
入
る
と
見
な
し
、
ま
た
朱
氏
が
彼
ら
を
塞
内
に
居
住
し
た
と
み
る
最
も
有
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力
な
根
拠
は
、
次
の
記
事
で
あ
る
。

其
（
文
帝
）
三
年
五
月
、
匈
奴
右
賢
王
入
居
河
南
地
、
侵
盗
上
郡
葆
塞
蛮
夷
、
殺
略
人
民
。（『
史
記
』
匈
奴
列
伝
）

上
郡
葆
塞
蛮
夷
と
は
、
上
郡
内
に
居
住
す
る
蛮
夷
で
あ
り
、
よ
っ
て
そ
こ
は
塞
内
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
一
見
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し

か
し
郡
の
管
轄
域
が
塞
内
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
北
地
郡
の
渾
懐
都
尉
が
「
塞
外
渾
懐
障
に
治
」
し
、
上
郡
の
匈
帰
都

尉
が
「
塞
外
匈
帰
障
に
治
」
し
、
西
河
郡
の
南
部
都
尉
が
「
塞
外
翁
龍
・

是
に
治
」
し
た
と
い
う
『
漢
書
』
地
理
志
の
記
事
か
ら
も
知

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
金
城
塞
外
羌
」（『
漢
書
』
翟
方
進
伝
）、「
広
漢
塞
外
白
馬
羌
」（
先
掲
『
後
漢
書
』
西
羌
伝
）
の
よ
う
な
言
い
方
が

あ
る
以
上
、「
上
郡
葆
塞
蛮
夷
」
が
塞
の
内
外
い
ず
れ
に
い
た
か
は
葆
（
保
）
塞
の
語
義
一
つ
に
か
か
っ
て
い
る
訳
だ
が
、
こ
の
語
自
体

に
塞
の
内
外
を
分
け
る
意
味
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

（

）

ま
た
、
漢
印
に
は
「
漢
保
塞
近
群
邑
長
」
の
印
文
が
見
え
る
。
近
群
が
近
郡
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
諸
家
の
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う

（

）

（
こ
れ
が
王
莽
時
代
の
「
近
郡
」
で
な
い
こ
と
は
「
漢
」
の
国
号
が
冠
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
）。
そ
し
て
近
郡
と
は
「
郡
に

近
い
」
す
な
わ
ち
郡
の
近
傍
の
意
で
あ
ろ
う
か
ら
、
郡
の
外
側
に
あ
っ
て
内
部
に
は
属
さ
な
い
と
す
る
の
が
素
直
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
以

上
、
某
郡
（
州
）
保
塞
某
族
の
表
現
が
必
ず
し
も
彼
ら
の
塞
内
で
の
居
住
を
意
味
し
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
劉
氏
の
挙
げ
る
そ
の
他
の
事

例
の
多
く
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
状
況
の
上
か
ら
塞
内
で
の
活
動
を
想
定
で
き
る
例
も
あ
る
も
の
の
、
諸
例
の
す
べ

て
を
そ
う
と
判
断
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。

今
ひ
と
つ
、
朱
氏
が
「
保
塞
」
の
特
別
な
意
義
と
し
て
、
塞
内
に
あ
る
も
の
を
指
し
た
と
す
る
根
拠
は
次
の
木
簡
の
記
録
で
あ
る
（
断

（

）

句
は
筆
者
。（

）
は
も
と
の
釈
文
、﹇

﹈
は
意
を
以
て
正
し
た
字
）。

校
尉
苞
□
□
度
遠
郡
益
寿
塞
徼
、
召
余
十
亖
人
当
為
単
（
乎
）﹇
于
﹈
者
、
苞
上
書
、
謹
□
□
為
単
（
乎
）﹇
于
﹈

者
十
亖
人
、
其
一
人
葆
塞
稽
朝
（
候
）﹇
侯
﹈
咸
妻
子
家
属
、
及
与
同
郡
虜
智
之
将
業
（2000

ES
9

SF
4

:10

）
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こ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
に
エ
チ
ナ
河
流
域
よ
り
新
た
に
発
見
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
エ
チ
ナ
（
額
済
納
）
漢
簡
の
一
つ
で
、
こ
こ
に
挙
げ
た
も
の

は
前
後
少
な
く
と
も
七
本
か
ら
成
る
冊
書
の
一
部
を
な
す
。
繁
を
避
け
て
こ
こ
で
そ
れ
ら
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
一

連
の
冊
書
は
王
莽
時
代
の
始
建
国
二
年
十
二
月
、
呼
韓
邪
単
于
の
子
孫
十
五
人
を
単
于
に
冊
立
す
る
と
と
も
に
大
赦
を
命
ず
る
詔
と
、
そ

（

）

れ
に
伴
う
恩
賞
規
定
と
考
え
ら
れ
る
。
羅
新
氏
ら
の
指
摘
の
通
り
、『
漢
書
』
の
記
事
と
照
ら
せ
ば
、
こ
こ
に
見
え
る
人
名
の
う
ち
苞＝

中
郎
將
藺
苞
、
虜
智＝
虜
知＝

囊
知
牙
斯＝

烏
珠
留
若

単
于
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
咸
と
は
右
犁
汗
王
咸
、
の
ち
の
孝
単
于
を
さ
す

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
朱
氏
や
羅
氏
ら
は
二
行
目
の
「
其
一
人
葆
塞
」
の
後
で
点
を
切
っ
て
お
り
、
朱
氏
に
よ
れ
ば
、
単
于
に
冊
立
さ
れ

た
十
四
人
中
た
だ
一
人
が
「
保
塞
」
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
保
塞
」
は
単
に
塞
の
近
傍
に
居
住
す
る
の
で
は
な
く
（
そ
れ
な
ら
他

の
十
三
単
于
も
該
当
す
る
）、
た
だ
一
人
塞
内
に
い
た
者
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
私
は
、
こ
こ
は
右
に
句
点
を
施
し
た
よ
う
に
保
塞
は

下
に
つ
な
げ
て
読
み
、「
保
塞
稽
朝
侯
」
を
咸
の
爵
号
と
解
す
る
べ
き
だ
と
思
う
。
彼
の
父
の
呼
韓
邪
単
于
は
稽
侯
狦
を
名
と
し
た
が
、

こ
の
稽
侯
は
匈
奴
の
爵
号
に
違
い
な
い
。
王
莽
の
始
建
国
二
年
の
詔
勅
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

惟
知
先
祖
故
呼
韓
邪
単
于
稽
侯
狦
累
世
忠
孝
、
保
塞
守
徼
、
不
忍
以
一
知
之
罪
、
滅
稽
侯
狦
之
世
。
今
分
匈
奴
国
土
人
民
以
為
十

五
、
立
稽
侯
狦
子
孫
十
五
人
為
単
于
。（『
漢
書
』
王
莽
伝
中
）

王
莽
は
、
呼
韓
邪
単
于
稽
侯
狦
の
代
か
ら
の
忠
孝
の
功
を
賞
し
て
、
咸
の
代
に
至
る
ま
で
そ
の
爵
号
を
世
襲
せ
し
め
、
さ
ら
に
「
保
塞
守

徼
」
の
功
を
記
念
し
て
「
保
塞
」「
朝
」
の
字
を
加
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
見
え
る
「
保
塞
」
も
朱
氏

の
い
う
ご
と
く
特
別
な
意
味
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
必
要
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

（
３
）
蛮
夷
保
塞
と
保
塞
蛮
夷：

と
く
に
上
孫
家
寨
漢
簡
の
解
釈
を
中
心
に

朱
氏
は
、
蛮
夷
保
塞
す
な
わ
ち
蛮
夷
に
よ
る
保
塞
行
為
一
般
と
、
特
定
の
部
族
に
冠
せ
ら
れ
る
称
号
と
し
て
の
保
塞
蛮
夷
と
を
区
別

保
塞
蛮
夷
小
考

三
九



し
、
前
者
は
塞
外
の
蛮
夷
が
自
主
的
・
選
択
的
に
行
う
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
事
例
は
す
べ
て
塞
内
に
限
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
郡

県
管
制
下
に
あ
る
蛮
族
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
す
べ
て
塞
内
に
限
ら
れ
る
か
否
か
の
論
拠
が
不
確
か
で
あ
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し

（

）

た
。
一
方
、
前
者
が
塞
外
蛮
夷
に
よ
る
選
択
的
行
為
で
あ
る
と
し
た
、
朱
氏
ら
の
大
き
な
根
拠
は
次
の
木
簡
の
記
載
で
あ
る
。

諸
塞
外
蛮
夷
為
外
臣
葆
塞
及
不
塞
者
、
外
有
急
、
軍
吏
謹
以
辨
道
、
其
不
入
葆
及
不
居
塹
内
与
吏
卒
相
佐
者
、
輒
言
二
千

こ
れ
は
、
一
九
七
八
年
に
青
海
省
大
通
県
上
孫
家
寨
一
一
五
号
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
、
い
わ
ゆ
る
上
孫
家
寨
漢
簡
の
う
ち
の
一
枚
で
あ
る

（
原
簡
番
号338

）。
計
約
四
〇
〇
点
の
木
簡
は
『
孫
子
』
に
類
似
す
る
兵
法
、
お
よ
び
軍
功
褒
賞
な
ど
軍
事
に
関
わ
る
諸
規
定
か
ら
成
っ

て
お
り
、
本
簡
も
塞
外
の
外
敵
侵
入
に
際
す
る
軍
事
行
動
と
そ
れ
に
付
随
す
る
罰
則
を
定
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ち
お
う
釈
文
に
従

っ
て
訓
読
、
訳
出
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

諸
そ
、
塞
外
の
蛮
夷
の
外
臣
と
為
り
て
葆
塞
し
及
び
﹇
葆
﹈
塞
せ
ざ
る
者
、
外
に
急
有
ら
ば
、
軍
吏
は
謹
ん
で
以
て
辨
道
せ
よ
、
其

の
入
葆
せ
ず
及
び
塹
内
に
居
り
て
吏
卒
と
相
い
佐
け
ざ
る
者
は
、
輒
ち
二
千
﹇
石
﹈
に
言
え
、
…

（
塞
外
の
蛮
夷
で
外
臣
と
し
て
「
保
塞
」
し
て
い
る
者
お
よ
び
「
保
塞
」
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
は
、
塞
外
に
危
急
事
態
が
起
こ

れ
ば
軍
吏
は
彼
ら
に
し
っ
か
り
言
い
聞
か
せ
、
彼
ら
の
中
で
「
入
保
」
せ
ず
、
あ
る
い
は
塹
壕
の
内
側
に
あ
っ
て
漢
朝
の
吏
卒
と
協

力
し
な
い
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
た
び
に
二
千
石
官
に
報
告
せ
よ
。
…
）

塞
外
蛮
夷
で
、
外
臣
に
し
て
（
ａ
）「
保
塞
」
す
る
者
と
（
ｂ
）「
保
塞
」
せ
ざ
る
者
（
外
臣
は
明
ら
か
に
両
者
に
係
る
）
と
が
お
り
、
危

急
、
た
と
え
ば
塞
外
羌
の
大
反
乱
勃
発
な
ど
の
際
、
漢
朝
の
軍
吏
は
彼
ら
が
反
乱
勢
力
に
荷
担
す
る
の
を
防
ぐ
べ
く
、
し
か
る
べ
き
行
動

を
彼
ら
に
辨
告
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
（
ｃ
）「
入
保
」
お
そ
ら
く
は
保
塁
（
塞
内
か
塞
外
か
を
問
わ
な
い
。
塞
外
に
も
漢

の
築
い
た
城
塞
が
あ
っ
た
）
な
ど
へ
の
退
避
、
お
よ
び
（
ｄ
）
塹
壕
﹇
で
画
さ
れ
た
区
域
﹈
内
で
の
吏
卒
と
の
協
力
要
請
で
あ
り
、
そ
れ

を
怠
っ
た
場
合
に
は
二
千
石
官
に
報
告
さ
れ
た
上
で
し
か
る
べ
き
譴
責
・
処
分
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。（
ｄ
）
塹
壕
内
で
の
漢
朝
へ

保
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の
協
力
を
要
請
さ
れ
て
い
た
も
の
は
（
ａ
）
の
保
塞
者
に
違
い
な
く
、
対
す
る
（
ｂ
）
の
不
塞
者
に
対
し
て
は
（
ｃ
）、
身
を
慎
ん
で
敵

対
勢
力
に
荷
担
せ
ざ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

劉
氏
は
こ
の
条
文
に
つ
き
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「「
外
臣
」
と
な
っ
た
「
塞
外
蛮
夷
」
は
中
央
の
管
理
に
は
属
さ
ず
、
彼
ら
は
「
葆

塞
」（
こ
れ
は
外
臣
と
し
て
の
一
つ
の
義
務
で
あ
る
）
す
る
な
り
、
あ
る
い
は
「
不
塞
」・「
不
入
葆
及
不
居
塹
内
与
吏
卒
相
佐
」（
つ
ま
り

不
葆
塞
）
す
る
な
り
、
自
己
の
自
主
権
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
前
述
の
「
外
臣
」
に
関
す
る
分
析
と
一
致
す
る
。」
朱
氏
も
こ
の
劉
氏

の
指
摘
を
踏
ま
え
、「
塞
外
蛮
夷
で
外
臣
と
な
っ
た
者
は
保
塞
あ
る
い
は
不
保
塞
を
選
択
で
き
た
」
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
木
簡
の
一
節

は
、
そ
の
よ
う
な
自
主
的
選
択
権
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
劉
氏
の
解
釈
か
ら
た
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
の
解
釈
の
ご

と
く
「
不
塞
」
と
「
不
入
葆
及
不
居
塹
内
与
吏
卒
相
佐
」
は
同
義
つ
ま
り
後
者
が
前
者
の
具
体
的
内
容
な
の
で
は
な
く
、
す
で
に
右
に
試

釈
を
提
示
し
た
と
お
り
、
後
者
は
「
葆
塞
」「
不
塞
」
両
者
の
蛮
夷
が
し
か
る
べ
き
職
約
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
の
こ
と
を
言
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
す
ら
「
輒
言
二
千
﹇
石
﹈」
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
条
文
に
お
い
て
外
臣

た
る
塞
外
蛮
夷
に
「
葆
塞
」
と
「
不
塞
」
両
者
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
は
塞
外
蛮
夷
の
選
択
可
能
な
条
件
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
事
由
│
恐
ら
く
は
そ
の
居
住
地
域
の
塞
か
ら
の
遠
近
│
に
よ
り
、
外
臣
た
る
塞
外
蛮
夷
は
す
で
に
「
葆

塞
」
と
「
不
塞
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
は
既
定
の
与
件
な
の
で
あ
る
。

保
塞
蛮
夷
が
、
特
定
部
族
に
冠
せ
ら
れ
る
一
種
の
称
号
で
あ
り
、
周
辺
民
族
の
一
般
的
行
為
と
し
て
の
「
保
塞
」
と
は
分
け
て
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
劉
氏
の
考
え
に
は
一
定
程
度
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、
塞
外
蛮
夷
の
ケ
ー
ス
を
含
む
後
者
に
対
し
、
前
者
は
塞
内
に

限
ら
れ
る
と
す
る
氏
の
論
拠
の
脆
弱
さ
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
上
孫
家
寨
簡
に
お
け
る
、「
葆
塞
」
せ
る
塞
外

蛮
夷
の
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
保
塞
蛮
夷
が
含
ま
れ
て
い
た
と
見
て
矛
盾
は
な
い
。

（

）

な
お
こ
の
木
簡
は
、
発
掘
報
告
書
の
あ
ま
り
写
り
の
良
く
な
い
曖
昧
模
糊
と
し
た
写
真
を
見
る
限
り
、
最
初
の
数
文
字
が
か
す
れ
、
ほ

保
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と
ん
ど
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
時
点
で
は
公
表
さ
れ
た
釈
文
に
依
拠
す
る
し
か
な
い
が
、
文
字
の
釈
読
に
誤
り
の
あ
る
可
能
性

も
否
定
で
き
ず
、
本
簡
に
過
度
に
依
拠
し
て
立
論
す
る
に
は
一
定
の
危
険
が
伴
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
４
）
内
臣
か
外
臣
か

保
塞
蛮
夷
は
塞
内
に
い
る
た
め
、
彼
ら
は
内
臣
と
し
て
郡
県
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
と
す
る
劉
氏
ら
の
主
張
中
、
常
に
塞
内
に
い
た
と

は
必
ず
し
も
言
え
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
。
ま
た
、
塞
外
の
「
外
臣
」
た
る
蛮
夷
の
中
に
保
塞
蛮
夷
が
含
ま
れ
得
た
こ
と
も
先

述
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
保
塞
蛮
夷
を
単
純
に
内
臣
と
定
義
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
観
点
を
変
え

て
、
彼
ら
が
内
臣
と
し
て
の
条
件
を
常
に
備
え
て
い
た
か
否
か
を
考
え
て
み
た
い
。

朱
氏
に
よ
れ
ば
、
漢
の
い
わ
ゆ
る
内
臣
（
史
料
上
、
内
臣
と
呼
ば
れ
る
集
団
）
の
特
徴
は
次
の
六
点
で
あ
る
（
一
部
、
矛
盾
や
重
複
を

整
理
し
た
）。

①
中
央
政
権
統
治
区
域
内
の
民
族
集
住
区
に
い
た
。
中
央
政
権
と
彼
ら
と
の
間
に
は
、
外
臣
と
の
間
の
よ
う
な
関
隘
の
制
限
が
な
い
。

②
完
全
に
中
央
に
従
属
し
、﹇
国
内
﹈
諸
侯
と
同
列
の
地
位
に
置
か
れ
た
。

③
中
央
政
権
は
内
臣
と
な
っ
た
地
域
に
郡
県
を
設
置
し
、
官
吏
を
派
遣
し
た
。

④
帰
順
し
た
内
臣
に
対
し
て
、
漢
法
で
は
一
般
人
民
に
比
し
て
特
殊
な
規
定
を
設
け
た
。

⑤
漢
初
は
典
属
国
、
の
ち
に
大
鴻
盧
の
も
と
に
属
し
た
。

⑥
内
臣
と
な
っ
た
の
ち
も
、
部
族
長
は
従
前
通
り
部
族
民
に
対
す
る
高
度
な
統
治
権
を
持
ち
続
け
た
。

先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
内
臣
と
外
臣
の
別
に
つ
い
て
は
栗
原
朋
信
氏
の
先
駆
的
研
究
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
は
西

嶋
定
生
氏
の
冊
封
体
制
論
な
ど
戦
後
の
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
朱
氏
の
こ
の
定
義
は
栗
原
氏
の
そ
れ
と
や
や
ず
れ
る
と
こ

保
塞
蛮
夷
小
考

四
二



ろ
も
あ
り
、
栗
原
氏
は
右
の
②
③
を
内
臣
の
主
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
お
り
、
④
に
つ
い
て
も
漢
法
が
及
ぶ
と
す
る
が
、
た
だ
し
特

殊
規
定
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
が
な
い
。
概
し
て
、
内
臣
に
お
け
る
漢
朝
の
支
配
の
強
さ
を
強
調
す
る
栗
原
氏
に
対
し
て
、
朱
氏
は
一
般

臣
民
に
比
し
て
の
統
治
の
緩
や
か
さ
を
、
そ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
内
臣
・
外
臣
の
定
義
に
関
し
て
学
界
上
、

見
解
の
統
一
が
な
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
そ
う
し
た
状
況
で
内
臣
・
外
臣
い
ず
れ
に
属
す
る
か
を
論
ず
る
所
に
そ
も
そ
も

の
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
は
右
の
朱
氏
の
定
義
に
照
ら
し
て
保
塞
蛮
夷
の
様
態
を
検
討
し
て
み
れ
ば
、
①
に
つ
い
て
は
塞
外
に

い
た
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
、
必
ず
し
も
該
当
し
な
い
。
②
、
③
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
④
も
、
塞
外
に
あ
っ
て
漢
法
一
般
は
お
ろ
か

特
殊
規
定
も
適
用
さ
れ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
⑤
の
典
属
国
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
「
帰
義
蛮
夷
を
掌
る
」
と
あ
り
、
蛮
夷
に
し
て

漢
朝
に
帰
順
し
た
彼
ら
を
掌
る
機
関
と
し
て
妥
当
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
、「
帰
義
蛮
夷
」
は
降
戸
で
は
な
く
「
外
臣
」
と
「
客
臣
」
の
間

（

）

に
あ
っ
た
、
と
す
る
熊
谷
滋
三
氏
の
指
摘
も
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑥
保
塞
蛮
夷
の
首
長
が
引
き
続
き
領
民
を
支
配
し
続
け
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
彼
ら
が
領
民
を
動
員
す
る
例
な
ど
か
ら
も
伺
え
る
所
で
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
こ
の
条
件
は
②
③
と
矛
盾
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
保
塞
蛮
夷
が
朱
氏
の
い
わ
ゆ
る
内
臣
の
条
件
に
は
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
こ
と
が
見

て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
印
文
に
「
漢
保
塞
近
群
邑
長
」「
漢
保
塞
烏
桓
率
衆
長
」
の
ご
と
く
冒
頭
に
王
朝
名
を
冠
す
る
の
も
、
彼
ら
が
王

朝
の
行
政
機
構
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の
親
漢
勢
力
で
あ
る
こ
と
を
示
す
必
要
の
あ
っ
た
が
故
で
あ
り
、
栗
原
氏
が
、

（

）

こ
れ
を
外
臣
の
印
の
特
徴
と
し
て
証
明
す
る
通
り
で
あ
る
。

劉
氏
、
朱
氏
ら
が
保
塞
蛮
夷
を
あ
え
て
内
臣
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
そ
の
背
後
に
、
現
代
中
国
に
つ
ら
な
る
諸
民
族
一
統
の
歴
史

を
古
代
に
遡
ら
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
る
ご
と
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
穿
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
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（
５
）
保
塞
蛮
夷
の
統
括
組
織

保
塞
蛮
夷
は
塞
内
に
住
む
ゆ
え
に
内
臣
で
、
郡
県
に
統
括
さ
れ
た
と
す
る
朱
氏
ら
の
立
論
に
必
ず
し
も
従
え
な
い
以
上
、
改
め
て
彼
ら

が
い
か
な
る
機
関
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
た
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
詳
し
く
は
後
に
別
稿
で
論
ず
る
予
定
だ
が
、
一
般
に
漢
代
、
周
辺

民
族
を
管
理
す
る
機
関
と
し
て
は
、
①
辺
境
の
郡
県
・
道
（
道
と
は
異
民
族
の
錯
居
す
る
地
域
に
置
か
れ
た
県
級
行
政
単
位
）、
②
属
国

（

）

都
尉
、
③
護
羌
校
尉
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
異
民
族
統
御
官
」、
の
主
に
三
者
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
①
は
漢
族
と
同
様
の
行
政
単
位
に

組
み
込
む
も
の
、
②
は
前
漢
武
帝
期
に
匈
奴
投
降
者
の
た
め
に
北
辺
に
設
け
ら
れ
た
機
関
で
、
後
漢
に
は
遼
東
や
西
南
方
面
に
も
置
か

れ
、
帰
順
羌
や
烏
桓
を
管
理
し
た
。
③
は
前
漢
後
期
以
降
に
辺
境
に
置
か
れ
始
め
た
、
周
辺
諸
民
族
を
管
理
す
る
軍
政
機
関
で
、
護
羌
校

尉
、
護
烏
桓
校
尉
の
よ
う
に
管
理
対
象
の
民
族
名
を
冠
し
た
。
諸
民
族
に
対
す
る
支
配
の
強
さ
で
い
え
ば
①
が
最
も
強
く
、
②
、
③
の
順

に
次
第
に
緩
や
か
に
な
っ
た
、
換
言
す
れ
ば
民
族
の
自
律
性
が
強
く
、
ま
た
居
住
地
域
で
い
え
ば
①
は
む
ろ
ん
内
地
、
②
は
辺
境
塞
内
の

特
定
地
区
、
③
は
広
く
塞
外
を
も
監
督
下
に
置
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
保
塞
蛮
夷
の
居
住
地
域
、
ま
た
そ
の
部
族
組
織
の
あ
り
方
な
ど
か

ら
判
断
す
る
に
、
彼
ら
を
管
理
す
る
機
関
と
し
て
は
③
が
最
も
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
一
律
に
論
ず
る
こ
と
に
は
慎

重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。三

お
わ
り
に

以
上
、
失
礼
を
顧
み
ず
先
行
研
究
の
所
論
に
異
を
唱
え
て
き
た
が
、
史
料
の
誤
っ
た
解
釈
の
上
に
立
て
ら
れ
た
論
が
既
定
の
定
理
と
し

て
一
人
歩
き
し
て
は
危
険
で
あ
る
。
そ
の
た
め
敢
え
て
屋
下
屋
の
検
討
を
重
ね
て
き
た
結
果
、
保
塞
蛮
夷
を
も
っ
ぱ
ら
塞
内
の
内
臣
と
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。
彼
ら
は
必
ず
し
も
塞
の
内
側
だ
け
で
な
く
、
外
側
の
近
接
す
る
地
帯
に
も
布
在
し
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て
い
た
と
す
る
廖
伯
源
氏
の
説
が
最
も
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
塞
外
の
近
接
地
帯
に
お
け
る
周
辺
民
族
の
、
帝
国

に
と
っ
て
の
役
割
に
つ
い
て
、『
後
漢
書
』
西
羌
伝
の
記
事
を
挙
げ
よ
う
。
こ
れ
は
異
民
族
統
御
官
の
設
置
に
関
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ

れ
る
も
の
で
、
建
武
九
年
、
隴
西
の
隗
囂
の
倒
れ
た
後
、
司
徒
掾
班
彪
は
涼
州
一
帯
の
羌
族
の
管
理
│
河
西
の
竇
融
の
も
と
に
身
を
寄
せ

て
い
た
彼
は
、
西
方
情
勢
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
│
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
上
疏
し
た
。

建
武
九
年
、
隗
囂
死
、
司
徒
掾
班
彪
上
言
、「
今
涼
州
部
皆
有
降
羌
、
羌
胡
被
髮
左
衽
、
而
与
漢
人
雑
処
、
習
俗
既
異
、
言
語
不
通
、

数
為
小
吏
黠
人
所
見
侵
奪
、
窮
恚
無
聊
、
故
致
反
叛
。
夫
蛮
夷
寇
乱
、
皆
為
此
也
。
旧
制
益
州
部
置
蛮
夷
騎
都
尉
、
幽
州
部
置
領
烏

桓
校
尉
、
涼
州
部
置
護
羌
校
尉
、
皆
持
節
領
護
、
理
其
怨
結
、
歲
時
循
行
、
問
所
疾
苦
。
又
数
遣
使
駅
通
動
静
、
使
塞
外
羌
夷
為
吏

耳
目
、
州
郡
因
此
可
得

備
。
今
宜
復
如
旧
、
以
明
威
防
。」
光
武
従
之
、
即
以
牛
邯
為
護
羌
校
尉
、
持
節
如
旧
。（『
後
漢
書
』
西

羌
伝
）

「
旧
制
」
す
な
わ
ち
前
漢
末
に
あ
っ
て
、
護
羌
校
尉
な
ど
い
わ
ゆ
る
異
民
族
統
御
官
が
、
管
内
の
諸
民
族
を
監
督
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
塞

外
の
羌
夷
を
し
て
吏
が
耳
目
と
為
さ
し
め
、
州
郡
此
に
因
り
て

備
す
る
を
得
可
し
」
と
い
う
。
塞
の
外
縁
に
布
在
す
る
諸
部
族
集
団

の
、
帝
国
辺
境
防
備
に
果
た
し
た
役
割
が
こ
こ
に
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
上
孫
家
寨
簡
で
も
（
そ
の
釈
文
を
信
頼
す
る
な

ら
）、
外
臣
と
し
て
帰
順
し
た
「
塞
外
蛮
夷
」
の
う
ち
塞
近
傍
の
「
保
塞
」
者
に
は
緊
急
時
に
お
け
る
漢
吏
卒
と
の
協
働
が
、
塞
か
ら
離

れ
た
「
不
塞
」
者
に
は
謹
慎
自
守
し
反
乱
勢
力
側
に
附
か
な
い
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
期
待
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
帝
国
に
ゆ
る
や
か

に
帰
順
す
る
半
独
立
の
民
族
集
団
が
、
塞
の
内
外
に
あ
っ
て
帝
国
の
辺
防
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
体
制
の
も
と
で

塞
を
以
て
截
然
と
内
外
を
分
か
ち
、
ま
た
こ
れ
ら
諸
民
族
集
団
を
内
臣
と
外
臣
に
単
純
に
二
分
し
て
論
ず
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
塞
と
い
う
防
衛
線
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
明
瞭
な
国
境
線
と
は
必
ず
し
も
見
な
し
得
な
い
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
た

（

）

と
え
ば
匈
奴
と
漢
と
の
間
に
あ
っ
て
、
双
方
か
ら
の
投
降
者
と
そ
れ
へ
の
呼
応
者
が
長
城
を
越
え
て
両
勢
力
間
を
揺
れ
動
い
た
事
実
は
、
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境
界
の
曖
昧
な
中
間
圏
が
双
方
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
極
言
す
れ
ば
塞
外
、
塞
内
と
い
う
史
料
上
の
言
葉

も
畢
竟
、
そ
う
し
た
漠
た
る
境
界
域
を
「
塞
」
の
語
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
言
い
表
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。こ

こ
で
最
後
に
、
漢
側
と
周
辺
諸
民
族
側
、
双
方
に
と
っ
て
の
（
実
体
と
し
て
の
）
塞
の
役
割
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

漢
側
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
外
敵
か
ら
の
攻
撃
に
備
え
た
軍
事
的
前
線
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
諸
民
族
の
側
に
と
っ
て
み

れ
ば
、
そ
れ
は
「
自
ら
保
守
す
る
」
拠
り
所
で
あ
り
、
漢
朝
に
よ
る
安
全
保
障
の
も
と
、
敵
対
す
る
諸
族
と
の
抗
争
を
有
利
に
導
き
、
自

族
の
勢
力
拡
大
と
首
長
権
の
強
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
塞
を
め
ぐ
る
双
方
の
軍
事
的
依
存
が
、
や
が
て
は
諸
民
族

の
強
大
化
と
自
立
を
促
し
、
の
ち
の
五
胡
十
六
国
時
代
を
準
備
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

注
（
１
）
劉
瑞
「
秦
、
西
漢
的
�
内
臣
�
与
�
外
臣
�」（『
民
族
研
究
』
二
〇
〇
三
│
三
）

廖
伯
源
「
論
漢
代
徙
置
辺
疆
民
族
于
塞
内
之
政
策
」（
吉
林
大
学
古
籍
研
究
所
編
『�
１
〜
６
世
紀
中
国
辺
疆
・
民
族
・
社
会
国
際
学
術
研

討
会
�
論
文
集
』
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）

林
永
強
「
漢
代
�
葆
部
�
的
社
会
治
安
功
能
考
論
」（『
青
海
民
族
研
究
』
二
〇
│
一
、
二
〇
〇
九
年
）

〃

「�
葆
塞
蛮
夷
�
相
関
問
題
考
論
│
以
�
葆
為
行
政
機
構
説
�
等
問
題
的
探
討
為
中
心
」（『
西
北
民
族
大
学
学
報
（
哲
社
版
）』
二

〇
〇
九
│
一
）

朱
聖
明
「
両
漢
�
保
塞
蛮
夷
�
考
論
」（『
河
南
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
一
│
五
）

（
２
）
渡
邉
英
幸
『
古
代
〈
中
華
〉
観
念
の
形
成
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
序
章
「〈
中
華
〉
と
は
何
か
」

（
３
）
矢
沢
忠
之
「
前
漢
に
お
け
る
堡
塞
蛮
夷
と
辺
境
防
衛
」（
二
〇
一
〇
年
度
（
第
二
六
回
）
学
習
院
大
学
史
学
会
大
会
口
頭
報
告
）

（
４
）M

.Loew
e,Records

ofH
an

Adm
inistration

Vol.2,
C

am
bridge

U
niv.Press,1967,pp.202-203.

但
し
、
林
氏
は
ロ
ー
ゥ
ェ
氏
が
こ
の

「
葆
」
を
「
郡
の
ご
と
き
比
較
的
大
き
な
行
政
組
織
」
と
解
し
て
い
る
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
ロ
氏
は
そ
う
は
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言
っ
て
い
な
い
（「
こ
の
語
は
次
の
諸
簡
で
、
通
常
な
ら
郡
の
よ
う
な
大
き
な
行
政
単
位
が
入
る
べ
き
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
」）
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
ロ
氏
著
の
于
震
波
氏
ら
に
よ
る
中
国
語
訳
（「
上
下
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
或
い
は
郡
の
よ
う
な
比
較
的
大
き
な
行
政
単
位

の
名
称
か
も
し
れ
な
い
」）
を
さ
ら
に
誤
解
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
５
）
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
居
延
新
簡
釈
粋
』（
蘭
州
大
学
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
七
六
頁
。
な
お
こ
の
本
で
は
簡
番
号
を74.E.J.F

3
:80

と
し
て
い
た
が
、
後
掲
『
肩
水
金
関
漢
簡
（
伍
）』
で
は73.E.J.F

3
:80

に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）
甘
粛
簡
牘
博
物
館
等
編
『
肩
水
金
関
漢
簡
（
伍
）』（
中
西
書
局
、
二
〇
一
六
年
）

（
７
）
居
延
旧
簡
の
釈
文
は
謝
桂
華
等
編
『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
に
よ
る
。
断
簡
記
号
は
Ｚ
で
代
用
す
る
。

（
８
）
籾
山
明
『
漢
帝
国
と
辺
境
社
会

長
城
の
風
景
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
九
年
）
二
一
九
頁

（
９
）
冨
谷
至
編
『
漢
簡
語
彙
考
証
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）﹇
農
、
農
官
（
農
都
尉
な
ど
）﹈（
佐
藤
達
郎
執
筆
）

（

）
栗
原
朋
信
（『
秦
漢
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）
第
二
部
「
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
る
秦
漢
璽
印
の
研
究
」

（

）
王
明
珂
『
華
夏
辺
縁：

歴
史
記
憶
与
族
群
認
同
』（
允
晨
文
化
、
一
九
九
七
年
）

（

）
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
簡
牘
研
究
班
編
『
漢
簡
語
彙

中
国
古
代
木
簡
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）

（

）
羅
福
頤
主
編
『
秦
漢
南
北
朝
官
印
徴
存
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
二
一
九
頁

（

）
莽
下
書
曰
、
…
粟
米
之
内
曰
内
郡
、
其
外
曰
近
郡
。
有

徼
者
曰
邊
郡
。
合
百
二
十
有
五
郡
。
…
（『
漢
書
』
王
莽
伝
中
）

（

）
釈
文
は
孫
家
洲
主
篇
『
額
済
納
漢
簡
釈
文
校
本
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
に
拠
る
。

（

）
羅
新
「
始
建
国
二
年
詔
書
冊
与
新
莽
分
立
匈
奴
十
五
単
于
」、

文
玲
「
始
建
国
二
年
新
莽
与
匈
奴
関
係
史
事
考
辨
」（
と
も
に
注
（

）

前
掲
書
所
収
）

（

）
釈
文
は
李
均
明
・
何
双
全
編
『
散
見
簡
牘
合
輯
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
に
拠
る
。

（

）
青
海
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
上
孫
家
寨
漢
晋
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）

（

）
熊
谷
滋
三
「
前
漢
に
お
け
る
「
蛮
夷
降
者
」
と
「
帰
義
蛮
夷
」」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
三
四
、
一
九
九
七
年
）

（

）
栗
原
氏
前
掲
書
二
二
一
頁

（

）
「
異
民
族
統
御
官
」
の
語
は
三
崎
良
章
氏
の
用
語
に
拠
る
。
同
氏
『
五
胡
十
六
国
の
基
礎
的
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
一
七
一
頁

（

）
角
谷
常
子
「
漢
文
景
小
考
」（『
奈
良
史
学
』
二
三
、
二
〇
〇
五
年
）

保
塞
蛮
夷
小
考

四
七


